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収
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改
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四

職
員
の
休
日
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勤
務
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間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
等
の
一
部
改
正
…
…
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…
…
…
…
四

大
分
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文
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理
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程
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改
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一
三

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
６
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

（
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
１
条
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２１年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
４
項
中
「
当
直
主
任
」
を
「
当
番
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
７
条
第
１
項
中
「
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
本
部
長
か
ら
指
名
さ
れ
た
」
を
「
本
部
長
の
指
名
に
係

る
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
７
条
」
を
「
第
５
条
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
２
条
大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
１９年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令

第
３４号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１
号
様
式
の
備
考
４
中
「
当
直
」
を
「
当
番
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
３
条
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
４３年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第

２１号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１３条

の
見
出
し
を
「
（
宿
日
直
勤
務
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
宿
日
直
勤
務
」
の
次
に
「
及
び
当

番
勤
務
」
を
加
え
る
。

（
大
分
県
警
察
に
お
け
る
非
常
招
集
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
４
条
大
分
県
警
察
に
お
け
る
非
常
招
集
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
５４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１１号

）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
第
１
項
中
「
、
本
部
」
の
次
に
「
（
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
あ
っ

て
は
」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
、
「
も
っ
て
」
を
「
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
当
直
主
任
」
を

「
本
部
に
あ
つ
て
は
当
直
主
任
が
、
警
察
署
に
あ
つ
て
は
当
番
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
８
条
中
「
（
以
下
「
署
長
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
１３条

第
１
項
中
「
（
以
下
「
伝
達
計
画
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
前
項
の
伝
達

計
画
変
更
」
を
「
非
常
招
集
伝
達
計
画
に
変
更
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
７
号

警
察
学
校

警
察

署

警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
（
平
成
２１年

大
分
県
警
察
本
部

訓
令
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

別
表
第
１
の
１
の
表
の
２
の
項
の
か
い
長
の
欄
第
１３号

中
「
第
５６条

」
を
「
第
５６条

第
１
項
」
に
改
め
、

別
表
第
１
の
５
の
表
の
１
の
部
の
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
賃
金
の
項
中
「
、
共
済
費
及

令

和

五

年

号

外

五
四

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
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第４号様式（第１０条関係）

び
賃
金
」
を
「
及
び
共
済
費
」
に
改
め
、
同
部
の
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
の
項
中

「
「

全
額

－
３００万

円
未
満

１００万
円
以
上

－
３００万

円
未
満

を

」
」

に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
８
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

警
察
車
両
管
理
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
２５号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
２
条
中
「
昭
和
２６年

法
律
第
１８５号

」
の
次
に
「
。
以
下
「
車
両
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
４
条
第
２
項
中
「
（
以
下
「
所
属
長
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
５
項
中
「
運
転
す
る
者
」
の

次
に
「
（
以
下
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
６
条
第
１
項
中
「
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８５号

。
以
下
「
車
両
法
」
と
い
う
。
）
」

を
「
車
両
法
」
に
改
め
る
。

第
１０条

第
１
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
警
察
車
両
を
運
転
す
る
者
（
以
下
「
運
転
者
」
と

い
う
。
）
」
を
「
運
転
者
」
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

二
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妊
娠
満
２３週

ま
で
４
週
間
に
１
回
、

満
２４週

か
ら
満
３５週

ま
で
２
週
間
に

１
回
、
満
３６週

か
ら
分
べ
ん
ま
で
１

週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
そ
の

間
に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期

間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回

数
）
、
１
回
に
つ
き
１
日
の
勤
務
時

間
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
る
時
間

７
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
の
臨
時
的
任
用

職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
母
子
保
健

法
（
昭
和
４０年

法
律
第
１４１号

）
第
１０条

に
規
定
す
る
保

健
指
導
又
は
同
法
第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査

を
受
け
る
場
合

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間

正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ

り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時

間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
各
々
必
要

と
認
め
る
時
間

８
妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
、
従
事
す
る
業
務
が
母
体
又
は

胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
休
息
し
、
又

は
補
食
す
る
場
合

９
妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の

混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ

る
場
合

妊
娠
満
２３週

ま
で
４
週
間
に
１
回
、

満
２４週

か
ら
満
３５週

ま
で
２
週
間
に

１
回
、
満
３６週

か
ら
分
べ
ん
ま
で
１

週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
そ
の

間
に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期

間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回

数
）
、
１
回
に
つ
き
１
日
の
勤
務
時

間
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
る
時
間

７
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
の
会
計
年
度
任

用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
母
子
保

健
法
（
昭
和
４０年

法
律
第
１４１号

）
第
１０条

に
規
定
す
る

保
健
指
導
又
は
同
法
第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
健
康
診

査
を
受
け
る
場
合

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

（
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
１
条
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
４３年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第

２１号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１４条

の
２
第
１
項
中
「
９
の
項
か
ら
１１の

項
」
を
「
１２の

項
か
ら
１４の

項
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項

中
「
１０の

項
」
を
「
７
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
及
び
第
４
項
中
「
９
の
項
か
ら
１１の

項
」
を
「
１２

の
項
か
ら
１４の

項
」
に
、
「
７
の
項
及
び
１０の

項
」
を
「
４
の
項
及
び
７
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
１２の

項
を
同
表
の
１５の

項
と
し
、
同
表
の
１１の

項
中
「
（
昭
和
４０年

法
律
第
１４１号

）
」

を
削
り
、
「
第
１２条

若
し
く
は
第
１３条

」
を
「
第
１２条

第
１
項
若
し
く
は
第
１３条

第
１
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
表
の
１４の

項
と
し
、
同
表
の
１０の

項
中
「
８
の
項
」
を
「
５
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
１３

の
項
と
し
、
同
表
中
９
の
項
を
１２の

項
と
し
、
８
の
項
を
１１の

項
と
し
、
同
表
の
７
の
項
中
「
女
性
の
臨

時
的
任
用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
女
性
職
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
１０の

項
と
し
、
同
表
の
６
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
中
４
の
項
か
ら
６
の
項
ま
で
を
削
り
、
７
の
項
を
４
の
項
と
し
、
８
の
項
か
ら
１０の

項
ま
で

を
３
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
１
号
様
式
中
「
及
び
第
４
条
」
を
「
、
第
４
条
」
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式
中
「
及
び
第
６
条
」
を
「
、
第
６
条
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
２
条
大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
２

年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２６条

第
１
項
中
「
９
の
項
及
び
１０の

項
」
を
「
１２の

項
及
び
１３の

項
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中

「
９
の
項
及
び
１０の

項
」
を
「
６
の
項
及
び
７
の
項
」
に
、
「
１１の

項
」
を
「
８
の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
３
項
及
び
第
４
項
中
「
９
の
項
及
び
１０の

項
並
び
に
」
を
「
１２の

項
及
び
１３の

項
並
び
に
」
に
、
「
７

の
項
、
９
の
項
及
び
１０の

項
」
を
「
４
の
項
、
６
の
項
及
び
７
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
１１の

項
を
同
表
の
１４の

項
と
し
、
同
表
の
１０の

項
中
「
８
の
項
」
を
「
５
の
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
の
１３の

項
と
し
、
同
表
中
９
の
項
を
１２の

項
と
し
、
８
の
項
を
１１の

項
と
し
、
同
表
の

７
の
項
中
「
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
女
性
職
員
」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
の
１０の

項
と
し
、
同
表
の
６
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

三



そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間

第
２３条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終

わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
各
々
必

要
と
認
め
る
時
間

８
妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
、
従
事
す
る
業
務
が
母
体
又
は

胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
休
息
し
、
又

は
補
食
す
る
場
合

９
妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の

混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ

る
場
合

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

別
表
第
２
中
４
の
項
か
ら
６
の
項
ま
で
を
削
り
、
７
の
項
を
４
の
項
と
し
、
８
の
項
を
５
の
項
と
し
、

同
表
の
９
の
項
中
「
第
１２条

若
し
く
は
第
１３条

の
」
を
「
第
１２条

第
１
項
若
し
く
は
第
１３条

第
１
項
に
規

定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
６
の
項
と
し
、
同
表
中
１０の

項
を
７
の
項
と
し
、
１１の

項
を
８
の
項

と
し
、
１２の

項
を
９
の
項
と
す
る
。

第
１１号

様
式
中
「
第
１１条

」
の
次
に
「
、
第
１２条

」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１１号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
５４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
４
条
第
１
項
中
「
当
直
主
任
」
を
「
当
番
責
任
者
」
に
改
め
る
。

別
表
の
９
の
項
中
「
を
い
う
」
の
次
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
、
「
職
員
」
の
次
に
「
及
び
警
察
署
に
お
け

る
当
番
勤
務
に
よ
り
深
夜
に
お
い
て
行
う
事
件
、
事
故
そ
の
他
の
警
察
事
象
の
処
理
に
従
事
し
た
職
員
」
を

加
え
る
。

別
表
の
１８の

項
中
「
銃
器
若
し
く
は
銃
器
」
を
「
銃
器
（
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
含
む
。
以
下
「
銃
器
等
」
と
い

う
。
）
若
し
く
は
銃
器
等
」
に
、
「
銃
器
を
」
を
「
銃
器
等
を
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１３号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
）

第
１
条
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓

令
甲
第
１６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
４
条
第
１
項
第
１
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
２８条

の
４
第

１
項
又
は
第
２８条

の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
第
４
項
第
２
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
第
２
号
中
「
再
任
用
職
員
」

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
４
条
の
２
第
１
号
及
び
第
２
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
に
改
め
る
。

第
１２条

第
１
項
中
「
診
断
書
」
の
次
に
「
（
結
核
性
疾
患
用
）
」
を
加
え
、
同
条
第
４
項
中
「
第
３
号

様
式
」
を
「
結
核
性
疾
患
用
」
に
改
め
る
。

第
１８条

第
１
項
中
「
運
転
免
許
課
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
情
報
室
の
職
員
で
情
報
公
開
等
の
窓
口
業
務

に
従
事
す
る
職
員
」
を
「
警
務
課
情
報
室
の
職
員
で
情
報
公
開
等
の
窓
口
業
務
に
従
事
す
る
も
の
及
び
運

転
免
許
課
に
勤
務
す
る
職
員
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
運
転
免
許
課
に
勤

務
す
る
職
員
及
び
」
を
「
警
務
課
」
に
改
め
、
「
従
事
す
る
」
の
次
に
「
も
の
並
び
に
運
転
免
許
課
に
勤

務
す
る
職
員
及
び
警
察
学
校
に
勤
務
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
３
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
所
属
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
勤
務
者
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
長
が
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
前
２
項
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
の
開
始
時
間
を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
１８条

第
４
項
中
「
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
定
」
を
「
前
項
」
に
、
「
通
知
、
」
を
「
通

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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知
」
に
改
め
る
。

第
１８条

の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
通
常
勤
務
者
の
休
憩
時
間
）

第
１８条

の
２
通
常
勤
務
者
（
警
察
学
校
に
勤
務
す
る
通
常
勤
務
者
を
除
く
。
）
の
休
憩
時
間
に
あ
っ
て

は
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、
警
察
学
校
に
勤
務
す
る
通
常
勤
務
者
に
あ
っ
て
は
午
前
１１時

５０分
か
ら

午
後
０
時
５０分

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
時
間
帯
に
よ
り
難
い
と
所
属
長
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ

て
、
勤
務
時
間
の
途
中
に
１
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
１９条

第
２
号
ア
中
「
従
事
す
る
職
員
」
の
次
に
「
、
地
域
課
の
職
員
で
職
務
質
問
技
能
指
導
に
従
事

す
る
警
察
官
、
自
動
車
警
ら
隊
勤
務
に
従
事
す
る
警
察
官
及
び
通
信
指
令
業
務
に
従
事
す
る
警
察
官
、
刑

事
企
画
課
の
職
員
で
機
動
捜
査
に
従
事
す
る
警
察
官
」
を
加
え
、
「
及
び
機
動
捜
査
に
従
事
す
る
警
察

官
」
及
び
「
、
地
域
課
の
職
員
で
職
務
質
問
技
能
指
導
に
従
事
す
る
警
察
官
及
び
自
動
車
警
ら
隊
勤
務
に

従
事
す
る
警
察
官
、
通
信
指
令
セ
ン
タ
ー
の
職
員
で
通
信
指
令
業
務
に
従
事
す
る
警
察
官
」
を
削
る
。

第
２０条

第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑶
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
は
原
則
と
し
て
７
時
間
４５分

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す

る
。

ア
大
分
県
警
察
当
直
規
程
（
平
成
９
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１０号

）
第
５
条
に
規
定
す
る

当
直
の
命
令
を
受
け
た
職
員
当
直
勤
務
を
開
始
す
る
日
に
あ
っ
て
は
１１時

間
、
当
直
勤
務
を
終

了
す
る
日
に
あ
っ
て
は
４
時
間
３０分

（
当
直
勤
務
が
終
了
す
る
日
が
週
休
日
及
び
休
日
等
の
場
合

に
あ
っ
て
は
７
時
間
４５分

）

イ
警
察
署
当
番
規
程
（
令
和
５
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１９号

）
第
７
条
に
規
定
す
る
当
番
の

命
令
を
受
け
た
職
員

１５時
間
３０分

⑷
７
時
間
４５分

、
１５時

間
３０分

又
は
１１時

間
若
し
く
は
４
時
間
３０分

の
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

ア
７
時
間
４５分

警
察
本
部
に
勤
務
す
る
職
員
（
運
転
免
許
課
に
勤
務
す
る
職
員
並
び
に
交
通
機

動
隊
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
警
察
学
校
当
直
に
従
事
す
る
職
員
で
当
直
勤
務
が
終
了
す
る
日
が
週

休
日
及
び
休
日
等
の
職
員
を
除
く
。
）
及
び
警
察
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
４５分

ま
で
、
運
転
免
許
課
に
勤
務
す
る
職
員
、
交
通
機
動
隊
に
勤
務
す
る
職
員
で
当

直
勤
務
が
終
了
す
る
日
が
週
休
日
及
び
休
日
等
の
職
員
、
警
察
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
並
び
に
警

察
学
校
当
直
に
従
事
す
る
職
員
で
当
直
勤
務
が
終
了
す
る
日
が
週
休
日
及
び
休
日
等
の
職
員
に

あ
っ
て
は
午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で
と
し
、
そ
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
１
時
間
の
休
憩

時
間
を
置
く
こ
と
。

イ
１５時

間
３０分

午
前
９
時
か
ら
翌
日
の
午
前
９
時
ま
で
と
し
、
そ
の
間
に
８
時
間
３０分

の
休
憩

時
間
を
置
く
こ
と
。

ウ
１１時

間
警
察
本
部
に
勤
務
す
る
職
員
（
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
及
び
警
察
学
校
当
直
に
従

事
す
る
職
員
を
除
く
。
エ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
、
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
又
は
警
察
学
校
当
直
に
従
事
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
午
前
８
時
３０分

か
ら

午
後
８
時
３０分

ま
で
と
し
、
そ
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
１
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

エ
４
時
間
３０分

警
察
本
部
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
午
前
７
時
３０分

か
ら
正
午
ま
で
、
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
又
は
警
察
学
校
当
直
に
従
事
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
午
前
６
時
３０分

か
ら

午
前
１１時

ま
で
と
す
る
こ
と
。

第
２２条

の
６
中
「
第
５
章
」
を
「
こ
の
章
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
２４条

の
２
第
２
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
午
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改

め
る
。

（
大
分
県
警
察
学
校
教
養
実
施
規
程
の
一
部
改
正
）

第
２
条
大
分
県
警
察
学
校
教
養
実
施
規
程
（
平
成
１７年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１２号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１８条

及
び
第
１９条

を
削
り
、
第
２０条

を
第
１８条

と
す
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１７号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
文
書
管
理
規
程
（
平
成
１８年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
２６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

目
次
中
「
第
５
節
文
書
取
扱
い
の
特
例
（
第
１８条

－
第
２０条

）
」
を
「
第
５
節
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

第
６
節
文
書
取
扱
い
の
特
例
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和
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年
三
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日
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に
よ
る
処
理
の
原
則
（
第
１７条

の
２
）

（
第
１８条

－
第
２０条

）
」
に
改
め
る
。

第
２
条
第
１
号
中
「
記
録
を
い
う
」
の
次
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
「
管
理
し
て
」
を
「
、
県
警
察

が
保
有
し
て
」
に
改
め
、
同
条
中
第
６
号
を
第
８
号
と
し
、
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
を
２
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
条
第
２
号
中
「
で
あ
る
文
書
」
の
次
に
「
の
う
ち
、
書
式
情
報
（
文
書
の
体
裁
に
関
す
る
情
報
を
い

う
。
）
を
含
め
て
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
も
の
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
３
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑷
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
文
書
の
収
受
、
起
案
、
決
裁
、
施
行
、
保
存
、
廃
棄
そ
の
他
文
書
の
管
理
に

関
す
る
事
務
を
統
一
的
に
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

第
２
条
第
１
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑵
紙
文
書
紙
に
記
録
さ
れ
た
文
書
を
い
う
。

第
７
条
第
２
項
第
２
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
第
１７条

第
１
項
」
を
「
第

１７条
」
に
改
め
る
。

第
８
条
第
１
項
中
「
（
次
席
」
の
次
に
「
の
職
務
」
を
加
え
る
。

第
９
条
第
１
項
中
「
（
課
長
補
佐
」
の
次
に
「
の
職
務
」
を
加
え
、
「
職
員
。
」
を
「
職
員
」
に
改
め

る
。第
１３条

第
１
項
第
３
号
ア
中
「
例
規
番
号
簿
又
は
」
を
「
、
そ
の
記
号
に
「
大
通
達
甲
」
を
含
む
も
の
に

あ
っ
て
は
例
規
番
号
簿
に
よ
り
、
「
大
通
達
乙
」
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項
第
４
号
エ
中

「
例
規
番
号
簿
又
は
」
を
「
、
そ
の
記
号
に
「
大
示
達
甲
」
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
例
規
番
号
簿
に
よ

り
、
「
大
示
達
乙
」
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項
第
５
号
イ
及
び
第
６
号
ウ
中
「
例
規
番
号

簿
又
は
」
を
「
、
そ
の
記
号
に
「
（
示
達
甲
）
」
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
例
規
番
号
簿
に
よ
り
、
「
（
示

達
乙
）
」
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
を
削
る
。

第
１５条

第
１
項
た
だ
し
書
中
「
法
令
」
を
「
法
令
等
」
に
改
め
る
。

第
１７条

第
２
項
を
削
る
。

第
１
章
中
第
５
節
を
第
６
節
と
し
、
第
４
節
の
次
に
次
の
１
節
を
加
え
る
。

第
５
節
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
処
理
の
原
則

第
１７条

の
２
こ
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
収
受
、
起
案
、
決
裁
、
合
議
、
施
行
、
保
存
、
保
存
期
間

の
延
長
、
廃
棄
そ
の
他
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
は
、
原
則
と
し
て
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
令
等
に
よ
り
書
面
に
よ
る
処
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
文
書
そ
の
他

総
括
文
書
管
理
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
処
理
が
困
難
と
認
め
る
文
書
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
当

該
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
紙
文
書
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
２１条

第
１
項
中
「
第
２２条

」
を
「
次
条
」
に
改
め
る
。

第
２２条

第
１
項
第
３
号
中
「
警
察
文
書
伝
送
シ
ス
テ
ム
」
を
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
、
警
察
文
書
伝
送
シ

ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

第
２３条

第
１
項
第
１
号
中
「
記
載
し
て
」
を
「
記
録
し
て
、
」
に
、
「
番
号
」
を
「
受
付
番
号
」
に
改

め
、
「
主
務
者
」
の
次
に
「
（
当
該
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
に
係
る
事
務
を
主
管
す
る
係
の
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
中
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
「
公
安
委
員
会
文

書
取
扱
担
当
者
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
文
書
が
」
に
、
「
に
つ
い
て
」
を
「
で
あ
る

と
き
」
に
改
め
る
。

第
２４条

の
見
出
し
中
「
各
所
属
」
を
「
主
管
課
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
各
所
属
」
を
「
主
管
課
」

に
改
め
、
同
項
第
１
号
中
「
記
載
し
て
」
を
「
記
録
し
て
、
」
に
、
「
番
号
」
を
「
受
付
番
号
」
に
改
め
、

同
条
第
２
項
中
「
（
同
項
第
３
号
及
び
第
５
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文
書
を
印
字
し
た
も

の
）
」
を
削
り
、
「
各
所
属
」
を
「
主
管
課
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
主
管
課
の
主
務
者
の
職
務
）

第
２４条

の
２
主
管
課
の
主
務
者
は
、
第
２２条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
文
書
を
直
接
受
領
し

た
と
き
、
又
は
第
２３条

第
１
項
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
文
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
文

書
の
名
宛
人
そ
の
他
関
係
職
員
に
当
該
文
書
を
供
覧
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
供
覧
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
供
覧
書
（
第
８
号
様
式
）
を
作
成
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

第
２５条

第
１
項
中
「
外
」
を
「
以
外
の
時
間
」
に
改
め
る
。

第
３０条

第
１
号
の
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
別
に
定
め
ら
れ
た
書
類
を
用
い
て
起
案
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
３０条

中
第
４
号
を
削
り
、
第
５
号
を
第
４
号
と
し
、
第
６
号
を
第
５
号
と
す
る
。

第
３７条

第
１
項
中
「
付
せ
ん
を
付
す
る
な
ど
し
て
」
を
削
り
、
「
記
載
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改

め
、
同
条
第
２
項
中
「
決
裁
者
」
の
次
に
「
及
び
承
認
者
」
を
加
え
る
。

第
３８条

中
「
、
決
裁
伺
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
」
を
削
り
、
「
決
裁
者
」
の
次
に
「
及
び
承
認
者
」
を
加

え
る
。

第
３９条

中
「
あ
っ
て
は
、
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
「
を
い
う
」
の
次
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え

る
。第
４０条

第
１
項
第
１
号
中
「
公
安
委
員
会
文
書
取
扱
担
当
者
」
を
「
起
案
者
」
に
、
「
記
入
し
」
を
「
記

録
し
」
に
、
「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
つ
い
て
は

警
務
部
警
務
課
法
制
係
の
職
員
（
以
下
「
法
制
担
当
者
」
と
い
う
。
）
が
、
公
安
委
員
会
補
佐
室
以
外
の
所

属
が
主
管
す
る
事
務
に
係
る
そ
の
内
容
に
つ
い
て
施
行
を
要
す
る
原
議
に
つ
い
て
は
主
管
課
の
文
書
取
扱
担

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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当
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
つ
い
て
は
、
」
に
、
「
記
入
し
」
を
「
記
録
し
」
に
改
め
、
「
又
は
文
書
整
理

簿
」
を
削
り
、
「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
中
「
に
よ
り

原
議
の
返
付
を
受
け
た
」
を
「
に
よ
る
記
録
を
終
え
た
」
に
、
「
押
印
」
を
「
公
印
の
押
印
」
に
改
め
、
同

条
第
２
項
第
１
号
中
「
主
管
課
の
文
書
取
扱
担
当
者
」
を
「
起
案
者
」
に
、
「
記
入
し
」
を
「
記
録
し
」

に
、
「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
法
制
担
当
者
が
」

を
削
り
、
「
記
入
し
、
令
達
番
号
簿
又
は
」
を
「
記
録
し
、
告
示
及
び
訓
令
に
あ
っ
て
は
令
達
番
号
簿
に
、

通
達
に
あ
っ
て
は
」
に
、
「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
中

「
に
よ
り
原
議
の
返
付
を
受
け
た
」
を
「
に
よ
る
記
録
を
終
え
た
」
に
、
「
押
印
」
を
「
公
印
の
押
印
」
に

改
め
、
同
条
第
３
項
第
１
号
中
「
主
管
課
の
文
書
取
扱
担
当
者
」
を
「
起
案
者
」
に
、
「
記
入
し
」
を
「
記

録
し
」
に
、
「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
除
く
」
の

次
に
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
法
制
担
当
者
が
」
を
削
り
、
「
記
入
し
、
令
達
番
号

簿
又
は
」
を
「
記
録
し
、
告
示
及
び
訓
に
あ
っ
て
は
令
達
番
号
簿
に
、
通
達
及
び
示
達
に
あ
っ
て
は
」
に
、

「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
中
「
に
よ
り
原
議
の
返
付
を

受
け
た
」
を
「
に
よ
る
記
録
を
終
え
た
」
に
、
「
押
印
」
を
「
公
印
の
押
印
」
に
改
め
る
。

第
４２条

第
１
項
中
第
５
号
を
第
６
号
と
し
、
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
１
号

の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑵
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
送
信
主
管
課

第
４２条

第
２
項
中
「
前
項
第
３
号
」
を
「
前
項
第
４
号
」
に
改
め
る
。

第
４３条

第
３
項
中
「
警
務
課
」
を
「
主
管
課
」
に
、
「
記
入
し
た
上
、
当
該
原
議
を
主
管
課
に
返
付
す

る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
４４条

第
１
項
第
２
号
中
「
簿
冊
」
の
次
に
「
（
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
し
た
電
子
文
書
が
編

集
さ
れ
た
簿
冊
（
以
下
「
電
子
簿
冊
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
５
号
中
「
第
１１号

様
式
」
を
「
第
１０号

様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
７
号
中
「
第
１２号

様
式
」
を

「
第
１１号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
４５条

第
１
項
中
「
、
第
５０条

及
び
第
５１条

」
を
「
か
ら
第
５１条

ま
で
」
に
改
め
る
。

第
４６条

中
「
文
書
は
」
を
「
紙
文
書
は
」
に
、
「
文
書
及
び
」
を
「
紙
文
書
及
び
」
に
改
め
、
「
常
用
文

書
」
の
次
に
「
（
紙
文
書
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
４７条

第
５
号
中
「
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
第
１４条

」
を
「
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第
５７号

）
第
７６条

第
１
項
」
に
、
「
同
条
例
第
２３条

」
を

「
同
法
第
９０条

第
１
項
」
に
、
「
同
条
例
第
２６条

」
を
「
同
法
第
９８条

第
１
項
」
に
、
「
利
用
停
止
等
請

求
」
を
「
利
用
停
止
請
求
」
に
、
「
同
条
例
第
１８条

」
を
「
同
法
第
８２条

」
に
、
「
同
条
例
第
２４条

」
を

「
同
法
第
９３条

」
に
、
「
同
条
例
第
２７条

」
を
「
同
法
第
１０１条

」
に
、
「
利
用
停
止
等
決
定
」
を
「
利
用

停
止
決
定
」
に
、
「
利
用
不
停
止
等
決
定
」
を
「
利
用
不
停
止
決
定
」
に
改
め
る
。

第
５２条

中
「
第
１３号

様
式
」
を
「
第
１２号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
５６条

第
１
項
た
だ
し
書
中
「
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
項
第
３
号
中
「
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を

「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
又
は
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

第
５７条

の
見
出
し
中
「
各
課
」
を
「
主
管
課
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
各
課
」
を
「
主
管
課
」
に
、

「
第
１４号

様
式
」
を
「
第
１３号

様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
１
号
中
「
記
載
し
て
」
を
「
記
録
し
て
、
」
に
、

「
番
号
」
を
「
受
付
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
（
同
項
第
３
号
及
び
第
５
号
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
文
書
を
印
字
し
た
も
の
）
」
を
削
り
、
「
各
課
」
を
「
主
管
課
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に

次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
主
管
課
の
主
務
者
の
職
務
）

第
５７条

の
２
主
管
課
の
主
務
者
は
、
第
５６条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
文
書
を
直
接
受
領
し

た
と
き
、
又
は
同
項
本
文
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
文
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
文
書
の

名
宛
人
そ
の
他
関
係
職
員
に
当
該
文
書
を
供
覧
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
供
覧
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
供
覧
書
を
作
成
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
５８条

第
１
項
中
「
外
」
を
「
以
外
の
時
間
」
に
、
「
及
び
各
警
察
署
の
当
直
の
当
直
員
」
を
「
の
当
直

員
及
び
警
察
署
当
番
規
程
（
令
和
５
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１９号

）
に
定
め
る
各
警
察
署
の
当
番
員
」

に
、
「
当
直
終
了
後
」
を
「
当
直
又
は
当
番
の
終
了
後
」
に
改
め
る
。

第
６２条

第
１
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
別
に
定
め
ら
れ
た
書
類
を
用
い
て
起
案
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
６２条

第
２
号
中
「
事
案
ご
と
に
」
を
「
、
事
案
ご
と
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条

中
第
４
号
を
削
り
、
第
５
号
を
第
４
号
と
し
、
第
６
号
を
第
５
号
と
す
る
。

第
６６条

第
１
項
中
「
付
せ
ん
を
付
す
る
な
ど
し
て
」
を
削
り
、
「
記
載
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改

め
、
同
条
第
２
項
中
「
決
裁
者
」
の
次
に
「
及
び
承
認
者
」
を
加
え
る
。

第
６７条

中
「
、
決
裁
伺
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
」
を
削
り
、
「
決
裁
者
」
の
次
に
「
及
び
承
認
者
」
を
加

え
る
。

第
６９条

第
１
号
中
「
主
管
課
の
文
書
取
扱
担
当
者
」
を
「
起
案
者
」
に
、
「
記
入
し
」
を
「
記
録
し
」

に
、
「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
２
号
中
「
除
く
」
の
次
に

「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
総
務
課
の
文
書
取
扱
担
当
者
が
」
を
削
り
、
「
記
入
し
、

令
達
番
号
簿
又
は
」
を
「
記
録
し
、
告
示
及
び
訓
に
あ
っ
て
は
令
達
番
号
簿
に
、
示
達
に
あ
っ
て
は
」
に
、

「
記
載
し
て
起
案
者
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
３
号
中
「
に
よ
り
原
議
の
返
付
を

受
け
た
」
を
「
に
よ
る
記
録
を
終
え
た
」
に
、
「
押
印
」
を
「
公
印
の
押
印
」
に
改
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

七



第
７１条

第
１
項
中
第
４
号
を
第
５
号
と
し
、
第
３
号
を
第
４
号
と
し
、
第
２
号
を
第
３
号
と
し
、
第
１
号

の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑵
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
送
信
主
管
課

第
７１条

第
２
項
中
「
前
項
第
２
号
」
を
「
前
項
第
３
号
」
に
改
め
る
。

第
７２条

第
３
項
中
「
警
務
課
」
を
「
主
管
課
」
に
、
「
記
入
し
た
上
、
当
該
原
議
を
警
察
学
校
及
び
警
察

署
に
返
付
す
る
」
を
「
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
７３条

第
１
項
第
２
号
中
「
簿
冊
」
の
次
に
「
（
電
子
簿
冊
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
７
号
中
「
第
１２号

様
式
」
を
「
第
１１号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
７４条

第
１
項
中
「
、
第
７９条

及
び
第
８０条

」
を
「
か
ら
第
８０条

ま
で
」
に
改
め
る
。

第
７５条

中
「
文
書
は
」
を
「
紙
文
書
は
」
に
、
「
文
書
及
び
」
を
「
紙
文
書
及
び
」
に
改
め
、
「
常
用
文

書
」
の
次
に
「
（
紙
文
書
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
７６条

第
４
号
中
「
大
分
県
情
報
公
開
条
例
第
１１条

第
１
項
」
を
「
同
条
例
第
１１条

第
１
項
」
に
改
め
、

同
条
第
５
号
中
「
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
１４条

」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
７６条

第

１
項
」
に
、
「
同
条
例
第
２３条

」
を
「
同
法
第
９０条

第
１
項
」
に
、
「
同
条
例
第
２６条

」
を
「
同
法
第
９８条

第
１
項
」
に
、
「
利
用
停
止
等
請
求
」
を
「
利
用
停
止
請
求
」
に
、
「
同
条
例
第
１８条

」
を
「
同
法
第
８２

条
」
に
、
「
同
条
例
第
２４条

」
を
「
同
法
第
９３条

」
に
、
「
同
条
例
第
２７条

」
を
「
同
法
第
１０１条

」
に
、

「
利
用
停
止
等
決
定
」
を
「
利
用
停
止
決
定
」
に
、
「
利
用
不
停
止
等
決
定
」
を
「
利
用
不
停
止
決
定
」
に

改
め
る
。

第
８６条

の
見
出
し
を
「
（
文
書
の
不
適
正
取
扱
事
案
へ
の
対
応
）
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
又
は
誤

廃
棄
」
を
「
、
誤
廃
棄
、
誤
送
付
等
の
不
適
正
な
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
紛
失
又
は
誤
廃

棄
」
を
「
不
適
正
な
取
扱
い
」
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
（
第
１３条

、
第
２３条

、
第
２４条

、
第
４０条

、
第
５７条

、
第
６９条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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第
４
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式
（
第
１３条

、
第
２６条

、
第
５９条

、
第
６９条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

九



第
８
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
８
号
様
式
（
第
２４条

の
２
、
第
５７条

の
２
関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
〇



第
９
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
９
号
様
式
（
第
３０条

、
第
４０条

、
第
４３条

、
第
６２条

、
第
６９条

、
第
７２条

関
係
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
一



第１２号様式（第５２条、第８１条関係）

第
１０号

様
式
を
削
る
。

第
１１号

様
式
を
第
１０号

様
式
と
し
、
第
１２号

様
式
を
第
１１号

様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を

加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
二
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第
１３号

様
式
を
削
り
、
第
１４号

様
式
を
第
１３号

様
式
と
す
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２３号

生
活
安
全
部
地
域
課

警
察

署

地
域
警
察
運
営
細
則
（
平
成
６
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

別
表
第
１
の
１
中
「
は
当
直
主
任
」
を
「
に
あ
っ
て
は
、
当
番
責
任
者
」
に
、
「
責
任
者
に
」
を
「
責
任

者
（
執
務
時
間
外
に
あ
っ
て
は
、
当
番
責
任
者
）
に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
３
中
「
責
任
者
」
の
次
に
「
（
執
務
時
間
外
に
あ
っ
て
は
、
当
番
責
任
者
）
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２４号

警
察

署

保
護
取
扱
規
程
（
昭
和
３５年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１７号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
３
条
第
３
項
中
「
当
直
主
任
」
を
「
当
番
責
任
者
」
に
改
め
る
。

様
式
第
３
号
中
「
宿
直
室
」
を
「
当
番
室
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
三


